
提

出

者

阿

部

知

子

平
成
十
六
年
二
月
十
日
提
出

質

問

第

一

五

号

商
工
ロ
ー
ン
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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商
工
ロ
ー
ン
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
栄
の
「
腎
臓
売
れ
」
事
件
を
き
っ
か
け
に
平
成
一
一
年
に
社
会
問
題
化
し
た
商
工
ロ
ー
ン
を
め
ぐ
っ
て
、
近
年
再
び
債
務

者
、
保
証
人
と
の
係
争
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
特
に
一
部
業
者
は
、
特
定
調
停
や
裁
判
の
場
で
の
利
息
制
限
法
に

も
と
づ
く
債
務
整
理
に
従
わ
ず
、
被
害
を
深
刻
化
さ
せ
て
い
る
。
平
成
一
一
年
の
国
会
で
政
府
が
約
束
し
た
商
工
ロ
ー
ン
対

策
、
中
小
商
工
業
者
保
護
の
施
策
を
実
効
性
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
も
、
商
工
ロ
ー
ン
被
害
の
実
態
把
握
と
行
政
官
庁
の
適

切
な
対
応
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
以
下
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

商
工
ロ
ー
ン
業
界
全
体
お
よ
び
上
位
三
社
の
回
収
実
績
の
う
ち
、
最
終
的
な
完
済
も
し
く
は
回
収
終
了
の
際
、
主
債
務
者

の
み
か
ら
回
収
で
き
た
件
数
と
金
額
、
保
証
人
に
請
求
し
た
件
数
と
金
額
、
保
証
人
に
請
求
し
た
も
の
の
中
で
保
証
人
か
ら

回
収
で
き
た
件
数
と
金
額
を
最
近
五
年
間
に
つ
い
て
示
せ
。

二

関
東
財
務
局
お
よ
び
近
畿
財
務
局
に
寄
せ
ら
れ
た
、
貸
金
業
者
に
対
す
る
苦
情
、
相
談
、
行
政
処
分
申
し
立
て
の
総
数
お

よ
び
そ
れ
ら
の
う
ち
商
工
ロ
ー
ン
業
者
に
関
す
る
件
数
、
お
よ
び
そ
の
会
社
別
の
内
訳
の
上
位
三
社
を
、
最
近
五
年
間
に
つ

い
て
示
せ
。
ま
た
、
苦
情
、
相
談
、
行
政
処
分
申
し
立
て
の
内
容
も
そ
れ
ぞ
れ
示
せ
。

三

報
道
等
に
よ
れ
ば
、
関
東
財
務
局
は
Ｓ
Ｆ
Ｃ
Ｇ
（
旧
商
工
フ
ァ
ン
ド
）
に
対
す
る
債
務
者
、
保
証
人
お
よ
び
そ
の
代
理
人

一



弁
護
士
か
ら
行
政
処
分
申
し
立
て
を
再
三
に
わ
た
っ
て
受
け
て
い
る
が
、
申
し
立
て
を
受
け
た
時
期
と
内
容
、
ま
た
そ
れ
に

対
す
る
関
東
財
務
局
の
調
査
お
よ
び
処
分
、
も
し
く
は
検
討
結
果
の
内
容
を
示
せ
。
も
し
返
答
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
理

由
を
可
能
な
限
り
具
体
的
に
示
せ
。

四

貸
金
業
規
制
法
は
第
一
七
条
で
適
正
な
契
約
書
面
の
交
付
を
、
第
一
八
条
で
受
取
証
書
の
交
付
を
貸
金
業
者
に
義
務
づ
け

て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
二
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

（
一
）

関
東
財
務
局
、
近
畿
財
務
局
が
第
一
七
条
違
反
、
第
一
八
条
違
反
で
貸
金
業
者
を
処
分
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ

る
と
す
れ
ば
、
業
種
は
何
か
（
消
費
者
金
融
、
商
工
ロ
ー
ン
、
ヤ
ミ
金
、
そ
の
他
）
。
そ
れ
ら
を
最
近
五
年
間
に
つ

い
て
示
せ
。

（
二
）

商
工
ロ
ー
ン
業
者
の
契
約
書
面
や
受
取
証
書
が
第
一
七
条
、
第
一
八
条
に
違
反
す
る
と
い
う
判
例
は
多
数
あ
る

が
、
第
一
七
条
違
反
、
第
一
八
条
違
反
を
理
由
と
し
て
商
工
ロ
ー
ン
業
者
に
対
し
て
行
っ
た
処
分
を
最
近
五
年
間
に

つ
い
て
時
期
と
業
者
名
、
処
分
理
由
を
示
せ
。
も
し
な
け
れ
ば
、
処
分
し
て
い
な
い
理
由
を
可
能
な
限
り
具
体
的
に

示
せ
。

五

高
利
で
過
剰
融
資
を
行
う
貸
金
業
者
が
無
理
な
回
収
を
行
い
債
務
者
、
保
証
人
を
追
い
詰
め
る
こ
と
が
、
自
殺
の
大
き
な

二



要
因
に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
保
険
会
社
が
支
払
っ
た
生
命
保
険
金
の
う
ち
自
殺
を
原
因
と
す
る
も
の
の
件
数

お
よ
び
総
額
を
最
近
五
年
間
に
つ
い
て
示
せ
。

六

一
部
商
工
ロ
ー
ン
業
者
は
債
務
者
、
保
証
人
が
弁
護
士
に
委
任
し
た
直
後
に
、
弁
護
士
へ
の
委
任
自
体
を
「
期
限
の
利
益

の
喪
失
」
と
み
な
し
、
差
押
、
仮
差
押
な
ど
を
か
け
債
務
整
理
を
妨
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
的
債
務
整
理
や
そ
の
た
め
の
弁

護
士
業
務
を
不
可
能
に
す
る
暴
挙
で
あ
り
貸
金
業
規
制
法
第
二
一
条
に
抵
触
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
見
解
を
示
せ
。
ま
た

債
務
者
、
保
証
人
が
弁
護
士
に
委
任
し
た
後
の
回
収
や
債
務
整
理
に
関
す
る
貸
金
業
者
の
業
務
に
関
連
す
る
施
行
規
則
、
通

達
、
通
知
を
示
せ
。

七

商
工
ロ
ー
ン
の
な
か
に
は
、
利
息
制
限
法
で
計
算
し
た
債
務
残
高
が
ゼ
ロ
な
い
し
は
マ
イ
ナ
ス
（
過
払
い
）
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
私
製
手
形
や
公
正
証
書
等
を
用
い
た
強
制
執
行
に
よ
っ
て
「
回
収
」
を
図
っ
て
い
る
業
者
が
あ
る
。
最
高
裁

事
務
総
局
が
作
成
し
た
『
貸
金
業
関
係
事
件
執
務
資
料
』
（
財
団
法
人
法
曹
会
、
一
九
八
五
年
）
が
「
利
息
制
限
法
超
過
分

の
利
息
…
…
を
強
い
て
取
り
立
て
る
の
は
、
義
務
の
な
い
行
為
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
」
と
明
記
し
て

い
る
よ
う
に
、
利
息
制
限
法
の
上
限
を
超
え
る
金
利
は
本
来
違
法
無
効
で
あ
り
、
そ
れ
を
強
い
て
取
り
立
て
る
こ
と
は
利
息

制
限
法
お
よ
び
貸
金
に
関
す
る
判
例
法
理
に
反
す
る
。
利
息
制
限
法
で
計
算
し
た
債
務
残
高
が
ゼ
ロ
も
し
く
は
マ
イ
ナ
ス
に

三



な
っ
た
後
、
貸
金
業
者
が
存
在
を
主
張
す
る
「
残
債
務
」
は
超
過
金
利
分
に
当
た
る
の
で
強
制
的
回
収
は
許
さ
れ
な
い
と
考

え
ら
れ
る
が
、
見
解
を
示
せ
。

八

一
部
商
工
ロ
ー
ン
業
者
が
貸
金
の
回
収
に
公
正
証
書
を
活
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
「
知
ら
な
い
う
ち
に
公

正
証
書
を
作
ら
れ
、
不
意
打
ち
で
給
与
や
生
命
保
険
、
売
掛
金
の
差
し
押
さ
え
を
受
け
た
」
と
い
っ
た
苦
情
、
相
談
が
弁
護

士
会
等
に
多
々
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
二
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

（
一
）

公
正
証
書
の
全
体
の
作
成
件
数
と
そ
の
う
ち
貸
金
業
者
の
依
頼
で
作
成
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
貸
金
に
か
か
わ
っ

て
作
成
さ
れ
た
も
の
の
件
数
を
最
近
五
年
間
に
つ
い
て
示
せ
。

（
二
）

貸
金
業
者
の
依
頼
で
作
成
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
貸
金
に
か
か
わ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
債
務
者
本
人

が
公
証
人
役
場
に
出
頭
せ
ず
、
代
理
人
が
出
頭
し
た
件
数
を
最
近
五
年
間
に
つ
い
て
示
せ
。

九

公
正
証
書
を
作
成
す
る
公
証
人
の
な
か
に
は
検
事
出
身
で
、
民
事
係
争
に
ほ
と
ん
ど
携
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
人
も
多
数
い

る
と
聞
く
が
、
公
証
人
に
な
る
際
の
研
修
期
間
、
研
修
内
容
、
研
修
主
体
に
つ
い
て
示
せ
。

一
〇

財
務
省
、
金
融
庁
、
旧
大
蔵
省
、
旧
金
融
監
督
庁
の
職
員
で
こ
れ
ら
の
官
庁
を
退
職
し
た
後
、
商
工
ロ
ー
ン
業
者
お
よ

び
そ
の
関
連
団
体
に
再
就
職
（
い
わ
ゆ
る
天
下
り
）
し
た
者
の
官
庁
退
職
時
の
所
属
・
役
職
、
再
就
職
先
、
そ
の
時
期
を
最

四



近
五
年
間
に
つ
い
て
示
せ
。
ま
た
商
工
ロ
ー
ン
業
者
の
顧
問
、
社
外
取
締
役
、
代
理
人
弁
護
士
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員

（
企
業
の
法
令
遵
守
の
た
め
の
外
部
委
員
）
に
就
任
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
同
様
に
官
庁
退
職
時
の
所
属
・
役
職
、
再
就

職
先
、
そ
の
時
期
を
最
近
五
年
間
に
つ
い
て
示
せ
。

一
一

金
融
監
督
庁
長
官
と
金
融
庁
長
官
を
つ
と
め
た
日
野
正
晴
氏
（
現
・
弁
護
士
）
は
、
現
在
、
Ｓ
Ｆ
Ｃ
Ｇ
（
旧
商
工
フ
ァ

ン
ド
）
の
利
息
制
限
法
脱
法
（
み
な
し
弁
済
の
主
張
）
の
当
否
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
最
高
裁
訴
訟
で
同
社
の
弁
護
団
の
筆

頭
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
二
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

（
一
）

弁
護
士
法
は
「
職
務
を
行
い
得
な
い
事
件
」
と
し
て
、
「
公
務
員
と
し
て
職
務
上
取
り
扱
っ
た
事
件
」
を
あ
げ
て

い
る
（
同
法
第
二
五
条
第
四
号
）
。
金
融
監
督
行
政
の
ト
ッ
プ
と
し
て
商
工
フ
ァ
ン
ド
（
現
Ｓ
Ｆ
Ｃ
Ｇ
）
を
は
じ
め

と
す
る
商
工
ロ
ー
ン
業
者
の
指
導
、
監
督
、
処
分
全
般
の
指
揮
に
あ
た
っ
た
日
野
氏
が
、
Ｓ
Ｆ
Ｃ
Ｇ
が
被
告
と
な
っ

た
貸
金
を
め
ぐ
る
係
争
を
弁
護
士
と
し
て
受
任
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
、
見
解
を
示
せ
。

（
二
）

官
庁
退
職
後
、
弁
護
士
登
録
し
た
者
が
、
在
職
中
に
指
導
、
監
督
、
処
分
に
あ
た
っ
た
業
界
の
顧
問
や
代
理
人
に

就
く
こ
と
に
関
す
る
基
準
は
あ
る
の
か
。
あ
れ
ば
そ
の
内
容
を
示
せ
。

一
二

日
野
正
晴
・
元
金
融
庁
長
官
は
平
成
一
六
年
一
月
二
三
日
、
最
高
裁
で
Ｓ
Ｆ
Ｃ
Ｇ
弁
護
団
を
代
表
し
て
弁
論
に
立
ち
、

五



「
商
工
ロ
ー
ン
被
害
な
る
も
の
の
実
体
は
存
在
し
な
い
。
規
制
違
反
の
処
罰
も
な
か
っ
た
こ
と
は
商
工
ロ
ー
ン
被
害
が
な
い

か
ら
で
あ
る
」
旨
発
言
し
た
。

し
か
し
金
融
庁
・
関
東
財
務
局
は
平
成
一
二
年
八
月
、
商
工
フ
ァ
ン
ド
（
現
Ｓ
Ｆ
Ｃ
Ｇ
）
に
対
し
、
最
長
九
〇
日
間
の
業

務
停
止
を
命
令
し
た
。
同
社
社
員
が
、
保
証
人
が
根
保
証
契
約
を
承
諾
す
る
書
面
を
偽
造
し
た
事
件
で
「
会
社
の
体
制
、
業

務
運
営
に
問
題
が
あ
っ
た
」
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
社
員
は
刑
事
事
件
で
も
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
る
（
貸
金

業
規
制
法
違
反
、
有
印
私
文
書
偽
造
）
。
平
成
一
一
年
の
国
会
で
も
、
商
工
ロ
ー
ン
の
高
利
貸
付
に
よ
る
深
刻
な
被
害
と
対

策
の
必
要
性
が
国
会
と
政
府
の
共
通
認
識
と
な
り
、
出
資
法
上
限
金
利
を
引
き
下
げ
る
出
資
法
改
正
が
行
わ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
「
商
工
ロ
ー
ン
が
処
罰
さ
れ
て
い
な
い
」
と
か
、
ま
し
て
「
被
害
が
存
在
し
な
い
」
と
い
っ
た
弁
論
は
著
し

く
事
実
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
見
解
を
示
せ
。

右
質
問
す
る
。

六


